
3　日本の自然条件と法律

3　1　はじめに
　本章では、浮体橋梁の設計において留意すべき自然条件と法律について述べる。

　第1節では概要を第2節では試設計にて対象とした、関西国際空港連絡橋における自然

　条件と法律についての具体例を第3節では浮体橋梁特有の法律について説明を行う。

　また、第4節では現在我が国で計画されている海峡横断道路について言及する。

　浮体橋梁は、水深が深く基礎工の建設が困難である場合、あるいは水深が浅くても地盤

　条件が悪く基礎工の建設が困難な場合に選定される。

　ノルウェーではフィヨルドを対象に前者の理由から1970年代初等より従来橋梁の代

　案として、浮体橋梁の概念が発表されており、1992年に本格的な浮体橋梁が架設さ

　れている。一方、アメリカでは後者の理由から1940年にワシントン州の湖に浮体橋

　梁が架設されている。

　いずれの場合も架橋地点の自然条件として、潮流，波高，風速等が小さいことが技術的

　にも経済的にも有利であったことも採用に至った大きな要因である。

　我が国において現在まで、本格的浮体橋梁の実現が無いのは外洋に囲まれた島国であり、

　また台風の進路に位置するという地理的条件により、潮流，波高，風速等が大きいこと

　が原因である。

　しかしながら、我が国の地盤条件は概して悪く最新の技術を導入すれば、架橋地点によ

　っては、基礎工を建設する通常の橋梁と比べ浮体橋梁の方が経済的に有利である場合も

　十分考えられる。

　また、浮体橋梁の採用は、基礎工を建設しないことで海底環境を保持でき、環境面での

　有用性も大きな利点になると考えられる。

3　1。1　設計の基本的考え方

　浮体構造物の設計に当たっては、浮体構造物に要求される機能に対する検討と、安全

　性に対する検討を行う必要がある。また、浮体構造物の設計は、設計部位に着目すれば、

　本体構造の設計と係留系の設計に大別される。

3．1．2　設計条件
　　浮体構造物の設計に当たっては以下の自然条件に配慮し、浮体構造物の機能と安全性

　　を検討する。

　　（a）波浪

　　（b）水位（潮位，高潮，津波）

　　（c）流れ（潮流，津波流）

　　（d）風

　　（e）地盤条件

　　（f〉上載荷重

　　（g）地震，漂砂，流氷

3。1．3　浮体の静的安定性
　浮体の安定性は支点部の反力，積載荷重，区画浸水などを考慮して検討する。積載荷

　　重については荷重の偏りを考慮して、傾斜および乾げんの検討を行う。
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3．1．4　係留浮体の動揺解析

　係留浮体の動揺解析は、外力の不規則性および係留系の非線形性を考慮して適切な方

法で行う。

係留浮体の動揺解析においては、表一3 ．1．1に示す組合せを考慮する。

表一3．1．1
環境条件 利用時 暴風時 地震時 津波時

風 ○ ○

波浪 O ○

流れ ○ ○ ○

潮位 HWL，LWL HWL，LWL O
高潮 ○

温度 ○ ○

地震 ○

3．1．5　浮体の構造強度

　浮体構造物の構造材質としては、鋼，P　C，RCやハイブリッド等があるが、材料の

　特性及び経済性を考慮して適切に選定する。浮体構造物の構造強度上考慮すべき荷重

　　は、設計条件の項に示した自然条件によって発生する荷重等を静荷重（自重，静水圧，

　浮力など），動荷重（波力，風圧力，輪荷重，地震力，係留力など）に分類し表一3．

　　1・2に示す組合せを考慮して安全性を検討する。

表一3．1．2
荷重 暴風時 地震時 津波時

自重 ○ ○ ○

上載荷重（静荷重） ○ O ○

積雪・着氷荷重 △ △ △

車両の活荷重 △ △

静水圧・浮力 O ○ O
波強制力 O

造波抵抗力・静水圧的復元力 ○ O ○

流れの力 △ ○

風抗力 △

地震力 ○

津波による力 ○

氷圧力 △ △ △

係留力 ○ O ○

衝突荷重 △ △

O：必ず考慮するもの

△：必要に応じて考慮するもの
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3．1。6　係留システムの設計
　　係留システムの方式は、浮体規模，水深，係留索およびチェーンの材質および長さ，

　海底土質の条件等により選定され、以下の事項を勘案して選定する。

　　（a）利用条件に対して安全かつ効率的であること。

　　（b）異常時の環境条件に対して安全であること。

　　（c）水深，建設費，実績。

3．1．7　浮体構造物の維持管理
　　浮体構造物は、浮体本体が浮遊していること、その構成が浮体，係留施設等の複合し

　　たものであることから、万一構成要素が機能を損なうと施設全体の使用性，安全性に

　　係わることとなる。また、浮体構造物の構成要素は動揺等のため損耗，疲労等を生じ

　　やすく維持管理に特に注意する必要がある。主要な維持管理の項目は以下のとおりで

　　ある。

　　（a）係留索の強度。特に、劣化特性について十分な注意を要する。

　　　（b）係留索の腐食および摩耗。

　　（c）接合部の繰返し応力特性，経年変化，応力特性の変化。

　　（d）浮体本体の腐食，コンクリートのひび割れ等・
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3。2　自然条件および法律

　本節では、関西国際空港連絡橋の浮体橋梁案を想定し、自然条件および法律について

　説明を行う。

3。2．1　架設位置
　架設位置：大阪湾南東部　泉州沖

　　　　・架設位置の選定には法的制約以外に干潮時、浮体部が着底しないかまた潮流，

　　　　漂砂などの影響を十分に調査する必要がある。

3．2．2　航路条件
　主航路

　　最低航路幅：130m
　　最低航路高さ：25m
　漁船通行範囲：10tonクラス、50tonクラスについて設定。

　　　　・通行可能船舶は海上保安庁にて調査が必要。

3．2．3　橋梁型式（例として）

　形式　鋼連続トラス橋

　橋長　3．75km

　支間　150m
　線形　直線

　道路：第1種3級相当（設計速度80km）

　幅員　29．5m（6車線）
　　　　・縦断線形は潮位の干満の影響を考慮する必要がある。

3．2．4　設計潮位
　朔望平均満潮位（H．W，L）　1．

　朔望平均干潮位（L．W．L）　0．

　高極潮位：2．97m
　低極潮位：一1．03m

63m
O3m

3．2．5　波浪条件
　波浪条件：50年確率波とする

　有義波高（H1／3）：3。5m

　有義波周期（T1／3）：6．0秒

　最高波高（Hmax）

　入射角（β）

　海底面勾配

　津波設定：再現期間80～100年
　　最大潮位：2．65m
　　最大潮流速：1．Om／s（1．9kt）

　　　　内海の波浪の予測は季節風および低気圧等によるものと台風によるものと分け
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て考えるのが一般的である。

津波の基本的周期は20～30分程度、またチリ地震津波は50～60分であ
った。一方浮体の挙動の固有周期はすべて20秒以下であるから津波による浮

体の周波数応答を考慮せず、水位変動を潮位に、伝播速度を流速に加算すれば

よいと考えられる。

3．2．6　設計潮流力

　　設計流速：0．3m／s（0　6kt）

　　海水単位体積重量：1．025tf／m3

3．2．7　設計風速
　通常時＝空港稼働時における最大値

　異常時：再現期間100年とした仮想台風時

　風速：T．P＋10mにおいて50m／s
　　　　　（高さ方向風速分布は1／7の指数則による）

　風向：活荷重載荷時35m／s

　　空気密度＝0。12kg・sec2／m4

　風抗力係数
　　　　・観測統計値を基礎とした理論的解釈とシミュレーション計算による予測により

　　　　検討を行う。

　　　　・時間的，空間的変動を考慮した、不規則変動外力として扱う。

3．2．8　地震力

　　設計震度　Kh＝0．24

　　　　　　仮想露頭基盤面での加速度190gal

3．2．9　土質条件
　土層断面図：図一3．2．
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3．2．10　漂砂条件

3．2．11
　上部工：

下部工＝

設計温度

・基準温度20℃に対して±30℃。ただし地震の影響と同時に考慮する場

　合は±25℃とする。

・構造物の日光直射部と日陰部分との温度差15℃。

・静的耐震設計における脚柱・フーチングの断面設計では25℃。基礎の安

　定計算では15℃，動的耐震設計では温度変化の影響考慮せず，15℃と
　する。

3．2．12　海性生物付着量

3。2．13　ポンツーン船舶・漂流物衝突条件

　船舶トン数・衝突速度：TP＋5mの高さに600ton

3．2．14　利用限界自然条件

　風速・波力・動揺による通行制限

3．2．15　付属設備

　付属設備：照明，船舶係留ビッ，防舷材，手摺り，マンホール，パラペット，航路灯，

　　ジェッテイ，非常時排水設備

3．2．16　適用基準

適用基準 ・道路示方書（社）日本道路協会

・道路橋の塩害対策指針（案）・同解説

　　　　　　（社）日本道路協会

・港湾の施設の技術上の基準・同解説

　　　　　　（社）日本港湾協会

・浮体構造物技術マニュアル

　　　　　　（財）沿岸開発技術センター

・コンクリート標準示方書（社）土木学会

3．2．17　適用法規

　適用法規　道路法

　　　　　　港湾法

　　　　　　港則法

　　　　　　海上交通安全法

　　　　　　海上衝突予防法

　　　　　　航路標識法

　　　　　　水路業務法

　　　　　　道路構造令
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3．3　適用法規
　本節では、浮体橋梁特有の法規について説明を行う。

3．3．1　適用法規
　　　　　　　　　　　　表一3．3．1　適用法規一覧表

開発行為に関連

する法制度

利用・用途・形態

に関連する法制度

埋立事業等関連一壬

環境保全関連

海域利用

関　　連

般

陸的用途関連

漁　業

関　連

海　運

関　連

公有海面埋立法

海　岸　法

河　川　法

自然環境保全法

自然公園法

海洋汚染及び海上災害の

防止に関する法律

瀬戸内環境保全特別措置法

水質汚濁防止法

国有財産法

国土利用計画法

国土総合開肇法

漁港法
漁業法
水産資源保護法

海洋水産資源開発促進法

海岸漁業等振興法

沿岸漁場整備開発法

港湾法

港則法

海上交通安全法

海上衝突予防法

航路標識法

水路業務法

都市計画法

都市公園法
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前頁に示すように一般的には数々の法規が適用される可能性があるが実際上は、次の2

つの法規が主として適用されると考えられる。

　　港　湾　法

　　港　則　法

つまり、浮体施設を計画するに際して、設置が困難である漁港区域や自然環境を保全す

べき区域は特別の理由がない限りさけて計画立案されると考えられる。

これに対し、港湾区域はむしろ海域を積極的に産業活動等に利用していこうという区域

であり、目的にかなっている。

以下に、港湾法，港則法の概要を示す。

（1）港湾法と規制の概要

　港湾法は、特定重要港湾，重要港湾，地方港湾の秩序ある整備と適切な運営を図ると

　ともに、航路を開発し、及び保全することを目的としている。

　　「港湾区域」，　「臨港地区」，　「港湾隣接地域」，　「開発保全航路」等を法的スペー

　スとして設定して、この間では、一・定の行為を規制している。

　　「港湾区域」内における水域（上空，水底を含む）、又は、公共空地の占用、土砂の

　採取、施設の建設または改良等は、港湾管理者（港湾管理者としての地方公共団体あ

　るいは、地方公共団体が設立した港務局、または、一部の事務組合）の長の許可が必

　要である。なお、港湾管理者の長は、　「港湾区域」内の水域又は公共空地に係わる占

　用、土砂の採取の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。

　　「港湾区域」の定めのない港湾は、都道府県知事による「知事公告水域」が指定でき、

　施設の建設、水域の占用、土砂の採取等は知事の許可が必要とされている。

　　「臨海地区」の分区は、商港区，特殊物資港区，工業港区，鉄道連絡港区，漁港区バ

　ンカー港区，保安港区，マリーナ港区，修景厚生港区となっている。

　開発行為は港湾管理者の長への屈出が必要であり、分区内の建築物その他の構築物に

　は一定の規制がかけられている。

　　「港湾隣接地域」は、港湾区域外100m以内の区域で、保全に必要な最小限度の範

　囲で港湾管理者の長が指定し、港湾区域内と同じような規制が行われる。

　「開発保全航路」においては、船舶、土砂等の物件の放置が禁止され、工作物の設置

　等には運輸大臣の許可を要する。

　「港湾区域」の設定、変更については、運輸大臣または都道府県知事の許可が必要で

　あるが、地方議会の議決と関係海岸管理者及び河川管理者との協議が法律上必要とさ

　れている。

（2）港則法と規制の概要

　港則法とは港内交通規制法として「港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図

　る（法第1条）ために規定されたもので、規制の対象は、港内における「航法」，　「水

　路の保全」，　「危険物荷役」，　「工事・作業・行事」等である。すなわち、港則法で

　は、その港の経済上の利害等にとらわれず、純粋に港内の安全だけを考え、かつ、す

　べての船舶に対して公平なる立場で事務を運用することになっている。

　港則法において規制されている項目は次の通りである。

　　（イ）入出港及び停泊，　（ロ）航路及び航法，　（ハ）危険物，　（二）水路の保全，
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（ホ）船燈及び信号，　（へ）雑則（工事・作業・行事・その他）

これらの項目の中で工事，作業に比較的関連があるのは、雑則によるもので、次のも

のがある。

◎　工事，作業，行事の許可（31条、32条）：港湾内の工事，作業及び特定港内

　　の行事は港長の許可を受けなければならない。

◎　燈火の制限（36条1項）：船舶交通の妨げとなる強力な燈火をみだりに使用し

　　てはならない。

◎　燈火の制限（36条2項）：港長は特定港内における強力な燈火の減光、または

　　被覆措置を命ずることができる。

3．3．2　関係法規　序文

（1）港湾法（港湾六法）

　　　交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、秩序ある整備と適

　　切な運営を図るとともに航路を開発し及び保全することを目的とする。

（2）港則法（港湾六法）

　　港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図ることを目的とする。

（3）海上交通安全法（港湾六法）

　　船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定める

　　とともに、その危険を防止するための規制を行うことにより船舶の安全を図ること

　　を目的とする。

（4）海上衝突予防法（船舶六法）

　　この法律は1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約に

　　添付されている1972年の海上における衝突の予防ための国際規則の規定に準拠

　　して、船舶の遵守すべき航法、表示すべき灯火及び形象物並びに行うべき信号に関

　　し必要な事項を定めることにより、海上における船舶の衝突を予防し、もって船舶

　　交通の安全を図ることを目的とする。

（5）航路標識法

（6）水路業務法
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3．4　我が国の海峡横断道路

　本節では、現在計画中の我が国の海峡横断道路について、その事業内容と自然条件を

　主とした技術的特徴について述べる。

3．4．1東京湾口道路

　事業概要
　　東京湾口道路は、東京湾環状道路の一環として、首都圏の広域幹線道路網を形成し、

　　臨海部と内陸部との連絡，都市部の交通混乱の緩和を図るものである。概要図を図

　　　一3．4．1に示す。

　　　　1）位置：神奈川県横須賀市～千葉県富津市

　　　　2）延長：約20km（うち海峡部約10～15km）
　　　　3）位置づけ

　　　　　①首都圏基本計画（昭和61年6月）

　　　　　　　「東京湾口道路（仮称）について調査を進める」。

　　　　　②四全総（昭和62年6月）
　　　　　　　r長期的な視点から・東京湾口部を含む東京湾広域幹綜道路網の構想の検

　　　　　　討を進める。」

　　　　　③第11次道路整備五箇年計画（平成5年5月）

　　　　　　　r地域の活性化施策の推進と合せて、事業の具体化を図る」。

　技術的特徴

　　　1）自然条件

　　　　①地形・地質

　　　　　海底地形は、全体的に湾口部の三浦半島寄りに水深80m程度の谷があり、

　　　　　房総半島側は比較的平坦である。

　　　　　地質については、三浦層群とそれを不整合に覆う上総層群（鮮新世～更新世

　　　　　前期の地層）が分布する。

　　　　②気象海象

　　　　　a）平均風速は4m／sec前後であり、卓越風向は北北東一南南西の軸を持つ。

　　　　　b）波高の卓越するのは北風の発達する冬季である。

　　　　　c）潮流は、観音崎沖1．5km付近が最も強く、最大潮流は、北西流約2kt

　　　　　　　である。

　　　　③地震

　　　　　現在までの記録はマグニチュード（M）6以下の小規模地震が大部分である。

　　2）航路条件

　　　　南北方向に浦賀水道航路（幅1，750m）が指定されている。

　　3）環境

　　　　南房総地域の海岸線の大部分は南房総国定自然公園地域に指定されている。
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3．4．2　伊勢湾口道路
　事業概要
　　伊勢湾口道路は、将来の広域幹線ネットワークと有機的に機能し、伊勢湾周辺諸都

　　　市の連携を強化するほか、環伊勢湾地域と三遠南信地域との連携及び東西の新たな

　　交通軸の一翼を担うものである。図一3。4．2に名古屋圏道路幹線網図を示す。

　　　　1）位置：愛知県豊橋市～三重県志摩半島

　　　　2）延長：約90km（うち海峡部約20km）

　　　　3）位置づけ

　　　　　①ワイズマン調査団（国連技術援助計画調査団）

　　　　　　　「関東と近畿を結ぶ交通のバイパスとして渥美半島と鳥羽を結ぶ道路を造

　　　　　　ることが必要」と提唱。

　　　　　②四全総
　　　　　　　「環伊勢湾地域における圏域の一体的整備を進めるため、長期的な視点か

　　　　　　　ら伊勢湾口部を含む伊勢湾広域幹線道路網構想の検討を進める」。

　　　　　③第11次道路整備五箇年計画
　　　　　　　「地域の活性化施策の推進と合せて、事業の具体化を図る」。

　　技術的特徴

　　　1）自然条件
　　　　　①地形・地質

　　　　　伊良湖岬や神島の沖合1～2kmは水深20～30mの平坦な地形であるが、

　　　　　伊良湖水道では水深約100mの谷となっている。

　　　　　②気象海象

　　　　　　a）平均風速は、8～10m／secである。過去、伊勢湾台風が上陸している。

　　　　　　b）最大潮流は2．7kt，潮位差はlm程度である。
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　③地震

　　地震活動は最近穏やかであるが、1945年前後にM8程度の大規模な地震

　　が発生している。

1）航路条件

　伊良湖水道は、国際航路（幅1，200m）に指定されている。
2）環境

　志摩半島及び島しょ部は伊勢志摩国立公園に指定され、また、渥美半島は三河

　湾国定公園に指定されている。
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図一3．4．2

3．4．3　紀淡連絡道路
　事業概要

　　紀淡海峡連絡道路は21世紀に求められる多極・多軸型国土構造を実現する路線で

　　ある・図一3．4．3に大阪圏幹線道路網図を示す。

　　　　1）位置：和歌山県和歌山市～兵庫県（淡路島）

　　　　2〉延長：海峡部約11km
　　　　3）位置づけ

　　　　　①四全総（昭和62年6月）

　　　　　　　「長期的な視点から、大阪湾における環状交通体系の構造について検討す

　　　　　　る」。

　　　　　②第11次道路整備五箇年計画（平成5年5月）

　　　　　　　「大阪湾環状道路にっいては、地域活性化施策の推進に合せて、事業の具

　　　　　　体化を図る」。
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技術的特徴

　1）自然条件
　　　①地形・地質

　　　　海底地形については、最大水深が200mと非常に深いが、比較的単純な地

　　　　形である。

　　　　地質については、全体的に中世代白亜紀の和泉層群の基盤岩、海峡部の基盤

　　　　岩上には、未固結の大阪層群が覆っていると推定される。

　　　②気象海象

　　　　a）平均風速3～5m／sec。風向は、南北方向が卓越し夏季は南南西，冬季は

　　　　　　北北西の強風である。

　　　　b）潮流は、由良瀬戸で大潮平均流速2．5kt、最強流速が3．8kt（北流）

　　　　　　である。

　2）航路条件
　　　海上交通安全法の「航路」は、未指定。平均通航量は約270隻／日である。

　3）環境
　　　海上部の島々は、それぞれ国立公園第一種特別地域及び、第二種特別地域に指

　　　定されている。

　　　婁　　’　慧謎蠕ノ
　　　　．欄蜘　　　　　　…箋　　ロ　　ロ重巳説“

　　　罐　　　　垂♂。愚　G鮎

臼■　　　　　　　　　　　　く》　　　　　　　　鼻

鴫＿漏＿ノ◎◆．，．：1：藷
　　　に演鯉脇逝路
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　ウ
　　　　　　ミ聖繭　　　　　　　叢五計置徴用予窪．．．．．．．．．

　　　　　　　錫

　　　　　　　　　　　　　　図一3．4．3
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3，4．4津軽海峡道路

　事業概要

　　本州と北海道は青函トンネルの開通（1988年完成）によって鉄道で結ばれた。

　　　しかし、この海峡に架橋ができて初めて高速道路の大動脈が完成するのである。図

　　　一3．4．4にルート概要図を示す。

　　　　1）位置：津軽海峡

　　　　　1案一東側：下北半島～亀田半島

　　　　　2案一西側＝津軽半島～松前半島

　　　　2）延長：

　　　　　1案一東側：約18km（最大水深280m）

　　　　　2案一西側：約19km（最大水深270m）
　技術的特徴

　　　1）自然条件

　　　　①地形・地質

　　　　　この海峡の地形は変化が多く、東部から中央部にかけては水深200～50

　　　　　0m前後の海底谷があり、また西口付近には水深300m前後の海盆が分布し

　　　　　ている。

　　　　　地質については、古生層及び古第三紀の花嵩岩類を基盤とし、その上を新第

　　　　　三紀の中新世に属する火山岩，火山砕屑岩及び堆積岩類が厚く覆っている。

　　　　②気象海象

　　　　　a）平均風速は、3m／sec前後である。

　　　　　b）当海峡には「やませ」という偏東風があり、春季・夏季に回数は多いが

　　　　　　　風力は比較的弱く、秋季・冬季には最も猛烈である。

　　　　　c）風向は、冬季は西北西，夏季は西が卓越．

　　　　　d）冬季の最強潮流は、5～7ktである。

　　　　　e）日本海側と太平洋側との潮汐が非常に異なっているため、潮流自体の不

　　　　　　　等が大きい。

　　2）海上交通安全法の適用等

　　　　領海法の「特定海域」の適用を受ける海域であり、海岸から3海里（約5．6k

　　　　m）側が国の領海である。従って海峡中央部の7．5～8．5kmの区間は公海

　　　　となる。
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3．4．5　島原・天草・長島架橋

　事業概要
　　　島原・天草・長島架橋は、長崎県島原半島と熊本県天草諸島及び鹿児島県長島地域

　　　の3地域を結び、九州西海岸の広域幹線交通ネットワークの形成を図るもので、半

　　　島的地理条件を克服し新しい交通圏の形成による地域活性化、三県を結ぶ観光ルー

　　　トとして期待される路線である。図一3．4．5に周辺国道網図を示す。

　　　　1）位置：長崎県島原半島～熊本県天草～鹿児島県長島

　　　　2）延長：約148km
　　　　　海峡部・島原～天草　：約5．1km

　　　　　　　　　・天草～長島　：約2．Okm

　　　　　　　　　・長島～高尾野：約0．6km

　　　　3）位置づけ

　　　　　①九州地方開発促進計画（平成2年5月）

　　　　　　　「島原・天草・長島架橋を含む九州西海岸地域の広域幹線ルートの構想に

　　　　　　ついては、当該地域の総合的な開発計画の具体化等を踏まえ、長期的視点

　　　　　　から調査を進める」。

　　　　　　②第11次道路整備五箇年計画（平成5年5月）

　　　　　　　「有明沿岸地域（中略）等、全国的な視点からの広域経済圏の基盤を形成

　　　　　　する新たな交通軸については、長期的な視点から調査を進める」。
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技術的特徴

　1）自然条件
　　　①地形・地質

　　　早崎瀬戸では島原から中央部までは急峻な地形が続くが天草側は穏やかな傾

　　　斜である。

　　　　早崎瀬戸及び長島海峡ともに堆積層はあるものの基盤は比較的浅い。

　　②気象海象

　　　　a）年平均気温：16～17℃

　　　　b）年平均風速：1．6～2．6m／sec

　　　　c）最大潮流流速

　　　　　　　・早崎瀬戸：東流一約5kt，西流一約7kt

　　　　　　　・長島海峡：6kt

　2）環境
　　　当地域は雲仙天草国立公園に指定されている。
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3．4．6　豊予海峡道路

　事業概要
　　豊予海峡道路は、第二国土軸構想の四国～九州間に想定されるルートであり、愛媛

　　県佐田岬と大分県佐賀関間（海峡幅約14km）を結び、新しい交通圏の形成による

　　広域経済文化圏の創出を目指す構想路線である。図一3．4．6にルート概要図を

　　示す。

　　　　1）位置：大分県佐賀関～愛媛県佐田岬

　　　　2）延長：約80km（うち海峡部約14km）

　　　　3）位置づけ

　　　　　①四全総（昭和62年6月）
　　　　　　　「長期的な視点から、本州・四国・九州との広域的な圏域の形成を図るた

　　　　　　めの交通体系について検討する」。

　　　　　②第11次道路整備五箇年計画（平成5年5月）

　　　　　　　「西瀬戸地域（中略）等、全国的な視点からの広域経済圏の基盤を形成す

　　　　　　る新たな交通軸については、長期的な視点から調査を進める」。

　　技術的特徴

　　　1）自然条件

　　　　①地形・地質

　　　　　海底部の地形は、関崎～佐田岬に至る海底の尾根と、それを軸とした南北に

　　　　　対称形に形成されている海釜がある。

　　　　　地質は、佐田岬半島～海峡中央部までの間及び佐賀関半島付近は、基盤岩で

　　　　　ある三縄層主部の泥質片岩及び塩基性片岩が露頭しており、海峡中央部の佐

　　　　　賀関半島寄りは、新期堆積物が基盤岩を覆っている。

　　　　　なお、中央構造線が約7km北部に位置する。

　　　　②気象海象

　　　　　　a）風速は年平均約1．6～2．5m／secで極値はほとんど台風による。

　　　　　　b）最強潮流は北流で5．9kt

　　　2）航路条件（航路は設定されていない）

　　　　速吸瀬戸における1日の船舶の平均通航量は約510隻である。

　　　3）環境
　　　　豊予海峡周辺は、瀬戸内海国立公園及び日豊海岸国定公園の特別地域に指定さ

　　　　れている。
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3．4．7　関門海峡道路
　事業概要
　　関門海峡道路は、北九州，下関の連携はもとより、九州縦貫，中国自動車道，都市

　　高速道路等と一体となった、広域交通ネットワークを形成するものである。図一3．

　　　4。7に北九州都市圏概要図を示す。

　　　　1）位置：山口県下関市～福岡県北九州市

　　　　2）海峡幅：約2km

　　　　3）位置づけ

　　　　　第11次道路整備五箇年計画（平成5年5月）
　　　　　　「関門海峡道路については具体化のための調査を進める」。

　技術的特徴

　　　1）自然条件

　　　　①地形・地質

　　　　　地形は、門司側が全体になだらかな標高40～50mの段丘地形が広がり、

　　　　　風化帯が厚く堆積している。

　　　　　一方、下関側は標高約50mの段丘地形がみられるが、山腹斜面は堅固な岩

　　　　　石が露出し急峻な地形になっている。

　　　　　地質は中世代の関門層群が広く分布する地域に相当し、砂岩，頁岩，凝灰岩，

　　　　　れき岩などの堆積岩類とこれを貫く花嵩岩類及び安山岩質の火山砕屑岩流に

　　　　　よって構成されている。

　　　　②気象海象

　　　　　a）風向は地形の影響を受けて年間を通じて東風が最も多い。

　　　　　b）冬季は北西季節風の影響を顕著に受けるため、12月～2月を通じて月

　　　　　　　平均風速は5m／sec内外，暴風日数は10日～15日を記録している。
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　　　c）早靹瀬戸が地形的に最も狭く、潮流が早い（最大約8～9kt）・

　　　d）早靹瀬戸を境にしてかなりの潮位差を生じている。

2）航路条件

　関門海峡の東口は中ノ州によって北・中央の2水道に、また西口は六連島・馬

　島・片島などによって東・西の2水道にそれぞれ分かれている。海峡のほとん

　　どが関門港の港域で、港則法により関門航路が定められている・
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